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「富士見市介護保険条例の一部を改正する条例」について 

 

１ 制定趣旨                         

消費税法及び地方税法の一部の改正に伴う令和元年１０月１日からの消費

税増収分を財源として、第１号被保険者のうち非課税世帯に属する方の介護保

険料を軽減するものです。 

 

２ 制定内容                         

介護保険料の改定（第１０条関係） 
 

・対象者 市民税非課税世帯に属する第１号被保険者 

⇒ 保険料段階が第１段階～第３段階までの方 

段 階 対  象  者 

第１段階 

・老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の方 

・生活保護を受給している方 

・世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入と合計所得金額の合計が

８０万円以下の方 

第２段階 
・世帯全員が市民税非課税で、第１段階に該当しない方 

 かつ課税年金収入と合計所得金額の合計が１２０万円以下の方 

第３段階 
・世帯全員が市民税非課税で、第１段階に該当しない方 

 かつ課税年金収入と合計所得金額の合計が１２０万円を超える方 
 

・軽減額 

段 階 

軽減前 軽減後 
軽減額 

（円） 
軽減前 

保険料率 

年間保険料額

（円） 

軽減後 

保険料率 

年間保険料額

（円） 

第１段階 0.450 27,700 0.375 23,100 4,600 

第２段階 0.700 43,200 0.600 37,000 6,200 

第３段階 0.750 46,200 0.725 44,700 1,500 



 

富士見市介護保険条例（平成１２年条例第６号）新旧対照表 

新 旧 

（保険料率及び確定保険料） （保険料率及び確定保険料） 

第１０条 平成３０年度から令和２年度 までの各年度にお

ける法第１２９条第２項に規定する条例で定める保険料率

（以下「保険料率」という。）は、次の各号に掲げる第１

号被保険者（法第９条第１号に規定する第１号被保険者を

いう。以下同じ。）の区分に応じ、それぞれ当該各号に定

める額とする。 

第１０条 平成３０年度から平成３２年度までの各年度にお

ける法第１２９条第２項に規定する条例で定める保険料率

（以下「保険料率」という。）は、次の各号に掲げる第１

号被保険者（法第９条第１号に規定する第１号被保険者を

いう。以下同じ。）の区分に応じ、それぞれ当該各号に定

める額とする。 

（１） ～ （５） 略 （１） ～ （５） 略 

（６） 次のいずれかに該当する者 ６８，５１８円 （６） 次のいずれかに該当する者 ６８，５１８円 

ア 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条

第１項第１３号に規定する合計所得金額（以下「合計所

得金額」という。）（租税特別措置法（昭和３２年法律

第２６号）第３３条の４第１項若しくは第２項、第３４

条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、

第３５条第１項、第３５条の２第１項又は第３６条の規

定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第２

２条の２第２項に規定する特別控除額を控除して得た

額とする。以下この項において同じ。）が１２５万円未

満の者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないも

の 

ア 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条

第１項第１３号に規定する合計所得金額（以下「合計所

得金額」という。）（租税特別措置法（昭和３２年法律

第２６号）第３３条の４第１項若しくは第２項、第３４

条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、

第３５条第１項、第３５条の２第１項又は第３６条の規

定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第３

８条第４項  に規定する特別控除額を控除して得た

額とする。以下この項において同じ。）が１２５万円未

満の者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないも

の 

イ 略 イ 略 



 

（７） ～ （１３） 略 （７） ～ （１３） 略 

２ 前項第１号に掲げる第１号被保険者についての保険料の

減額賦課に係る令和元年度及び令和２年度       

 における保険料率は、同号の規定にかかわらず、２３，

１４８円とする。 

２ 前項第１号に掲げる第１号被保険者についての保険料の

減額賦課に係る平成３０年度から平成３２年度までの各年

度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、２７，

７７７円とする。 

３ 前項の規定は、第１項第２号に掲げる第１号被保険者に

ついての保険料の減額賦課に係る令和元年度及び令和２年

度における保険料率について準用する。この場合において、

前項中「２３，１４８円」とあるのは、「３７，０３６円」

と読み替えるものとする。 

４ 第２項の規定は、第１項第３号に掲げる第１号被保険者

についての保険料の減額賦課に係る令和元年度及び令和２

年度における保険料率について準用する。この場合におい

て、第２項中「２３，１４８円」とあるのは、「４４，７

５２円」と読み替えるものとする。 

５ 前各項の規定により算定される法第１２９条第１項の保

険料（以下「保険料」という。）の確定金額に１００円未

満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

３ 前２項の規定により算定される法第１２９条第１項の保

険料（以下「保険料」という。）の確定金額に１００円未

満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。 

 （普通徴収の納期） 

第１１条 （略） 

２ （略） 

３ 前２項に規定する納期により難い第１号被保険者   

                  に係る納期は、市

長が別に定める。この場合において、市長は、当該第１号

被保険者に対し、その納期を通知しなければならない。 

 （普通徴収の納期） 

第１１条 （略） 

２ （略） 

３ 前２項に規定する納期により難い普通徴収保険料の納付

義務者（以下「納付義務者」という。）に係る納期は、市

長が別に定める。この場合において、市長は、当該納付義

務者  に対し、その納期を通知しなければならない。 



 

４ 市長は、次条の規定により保険料の額の算定を行ったと

きは、納期を定め、これを第１号被保険者に通知しなけれ

ばならない。 

４ 市長は、次条の規定により保険料の額の算定を行ったと

きは、納期を定め、これを納付義務者  に通知しなけれ

ばならない。 

 （賦課期日後において第１号被保険者の資格取得、喪失等

があった場合） 

第１２条 （略） 

２ （略） 

３ （略） 

４ 前３項の規定により算定される当該年度における保険料

の額に１００円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨

てるものとする。 

 （賦課期日後において第１号被保険者の資格取得、喪失等

があった場合） 

第１２条 （略） 

２ （略） 

３ （略） 

４ （新設） 

 

 

 （保険料の額の通知） 

第１３条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかに、

これを第１号被保険者           に通知しな

ければならない。 

 （保険料の額の通知） 

第１３条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかに、

これを第１号被保険者（納付義務者を含む。）に通知しな

ければならない。 

 （延滞金） 

第１４条 法第１３２条の規定により普通徴収に係る保険料

の納付義務を負う者（次条において「保険料の納付義務者」

という。）は、納期限（次条第１項の規定により徴収猶予

をした場合は、当該徴収猶予をした期間の末日。以下この

項において同じ。）後にその保険料を納付する場合におい

ては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日ま

での期間の日数に応じ、年１４．６パーセント（当該納期

限の翌日から３月を経過するまでの期間については、年７．

３パーセント）の割合を乗じて計算した金額に相当する延

滞金額を加算して納付しなければならない。 

２ （略） 

 （延滞金） 

第１４条 納付義務者                  

                            

      は、納期限（次条第１項の規定により徴収猶予

をした場合は、当該徴収猶予をした期間の末日。以下この

項において同じ。）後にその保険料を納付する場合におい

ては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日ま

での期間の日数に応じ、年１４．６パーセント（当該納期

限の翌日から３月を経過するまでの期間については、年７．

３パーセント）の割合を乗じて計算した金額に相当する延

滞金額を加算して納付しなければならない。 

２ （略） 



 

３ （略） ３ （略） 

（保険料の徴収猶予） 

第１５条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによ

りその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付する

ことができないと認める場合においては、保険料の納付義

務者の申請により、その納付することができないと認めら

れる金額を限度として、６月以内の期間を限って徴収猶予

することができる。 

 （１）～（４）略 

（保険料の徴収猶予） 

第１５条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによ

りその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付する

ことができないと認める場合においては、    納付義

務者の申請により、その納付することができないと認めら

れる金額を限度として、６月以内の期間を限って徴収猶予

することができる。 

 （１）～（４）略 

   附 則 

第７条 略 

２ 前項の規定の適用がある場合における延滞金の計算にお

いて、その計算の過程における金額に１円未満の端数が生

じるときは、これを切り捨てる。 

   附 則 

第７条 略 

２ （新設） 

 

 


